
海
商
と
そ
の
妻

十
一
世
紀
中
国
の
沿
海
地
域
と
東
ア
ジ
ア
海
域
交
易

山

崎

覚

士

〔
抄

録
〕

本
稿
で
は
、
十
一
世
紀
に
活
躍
し
た
海
商
周
良
史
の
妻
で
あ
っ
た
施
氏
を

顕
彰
す
る
碑
文
「
勅
封
魏
国
夫
人
施
氏
節
行
碑
」
を
紹
介
し
、
当
時
の
沿
海

地
域
社
会
と
海
商
一
家
の
生
活
を
さ
ぐ
る
。
本
碑
文
は
海
商
・
東
ア
ジ
ア
海

域
史
研
究
な
ど
で
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
宋
代

海
商
の
新
た
な
一
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
周
良
史
が

み
ず
か
ら
住
蕃
貿
易
に
転
じ
た
海
商
で
あ
り
、
か
つ
周
一
族
が
妻
の
施
氏
に

よ
っ
て
海
商
か
ら
官
吏
へ
と
社
会
的
地
位
を
向
上
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ

っ
て
本
碑
文
の
歴
史
的
価
値
は
極
め
て
高
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

海
商
、
周
良
史
、
住
蕃
貿
易
、
明
州
、
寧
海
県

は
じ
め
に

九
世
紀
半
ば
、
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
い
て
中
国
海
商
が
登
場
し
、
以
後
、
日
本

や
朝
鮮
、
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
交
易
や
文
化
交
流
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

と
く
に
両
浙
地
域
の
海
商
は
、
朝
鮮
や
日
本
に
赴
き
、
南
海
物
産
や
中
国
物
品
を

貿
易
し
た１

）

。
日
本
で
は
、
新
羅
海
商
に
続
い
て
中
国
海
商
が
大
宰
府
鴻

館
で
の

貿
易
を
行
な
い２

）

、
中
国
で
は
、
か
れ
ら
中
国
海
商
を
管
理
す
る
た
め
宋
代
に
な
る

と
市
舶
司
が
設
置
さ
れ
、
市
舶
司
に
よ
る
貿
易
体
制
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る３

）

。

こ
う
し
た
中
国
海
商
の
貿
易
活
動
は
、
日
本
に
対
す
る
場
合
、
鴻

館
で
の
波
打

際
貿
易
で
あ
っ
た
が
、
十
一
世
紀
半
ば
と
な
る
と
、
か
れ
ら
中
国
海
商
が
日
本
に

居
住
し
て
唐
坊
を
形
成
し４

）

、
貿
易
形
態
も
住
蕃
貿
易
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た５

）

。
中

国
海
商
に
注
目
す
る
と
、
彼
ら
の
貿
易
方
法
が
祖
国
を
拠
点
と
し
て
海
外
に
貿
易

に
出
か
け
る
様
態
か
ら
、
十
一
世
紀
に
は
海
外
に
居
住
し
て
貿
易
活
動
を
行
な
う

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
国
海
商
の
活
動
と
交
易
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
、
日
本
史
の
分
野

か
ら
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
が６

）

、
中
国
史
か
ら
の
関
心
は
比
較
的
低
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
の
一
つ
と
し
て
、
海
商
研
究
に
有
効
的
な
中
国
史
料
が

十
分
に
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
史
の
問
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題
と
し
て
も
、
中
国
海
商
の
登
場
す
る
九
世
紀
半
ば
か
ら
、
住
蕃
貿
易
へ
と
変
化

す
る
十
一
世
紀
半
ば
の
期
間
は
、
広
く
唐
宋
変
革
期
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
も
海
商
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
は
海
商

の
発
生
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
当
該
時
期
中
国
社
会
に
お
け
る
位
置
を
探
る
考

察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
海
商
や
そ
の
家
族
の
生
活
な
ど
に
注
目
し
た
研
究

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
海
商
周
良
史
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
ま
だ
研
究
す
る
余
地
を
残
し

て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
周
良
史
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
概
略
し
て
お
こ
う７

）

。

周
良
史
は
、
父
を
周
文
裔
に
も
つ
海
商
で
、
十
一
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
。
母

は
日
本
女
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
周
文
裔
が
す
で
に
大
宰
府
・
博
多
周
辺
に

「
住
蕃
商
人
」
と
し
て
居
留
し
て
日
本
女
性
を
妻
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に

大
宰
府
官
と
親
密
な
関
係
を
結
び
、
高
僧
の
渡
航
を
援
助
す
る
こ
と
で
、
摂
関
家

に
知
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
父
周
文
裔
は
一
〇
一
二
年
に
日
本
に
赴
き
、
大
宰
大

監
藤
原
蔵
規
を
通
じ
て
、
藤
原
道
長
に
孔
雀
な
ど
を
献
じ
た
。
一
〇
二
六
年
に
、

周
良
史
は
母
が
日
本
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
関
白
藤
原
頼
通
に
名
籍
を
献
じ
て
爵

位
を
望
み
、
一
〇
三
四
年
に
は
東
宮
と
京
都
で
面
会
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
海

商
周
良
史
は
、
当
時
に
お
い
て
日
宋
貿
易
に
携
わ
り
、
摂
関
家
や
皇
族
と
も
近
し

い
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
彼
の
妻
で
あ
っ
た
施
氏
を
顕
彰
し
た
碑
文
「
勅
封
魏
国
夫
人

施
氏
節
行
碑
」
が
あ
る
。「
勅
封
魏
国
夫
人
施
氏
節
行
碑
」
は
、
海
商
周
良
史
の

妻
で
あ
っ
た
施
氏
の
行
な
い
や
、
息
子
た
ち
に
対
す
る
教
育
な
ど
を
顕
彰
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）
の
春
に
、
同
郷
の
寧
海
県
人
で
あ

っ
た
王

（
あ
る
い
は
王
藻
、
字
は
新
甫
）
が
作
成
し
た
碑
文
で
、
明
の
崇
禎
五

年
刊
の
『
寧
海
県
志
』
巻
十
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
史
料
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ

こ
に
は
周
良
史
と
そ
の
妻
、
ま
た
海
商
で
あ
っ
た
周
一
族
の
栄
進
が
記
さ
れ
て
お

り
、
本
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
の
誤
り
と
、
さ
ら
に
そ

の
研
究
上
に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
当
時
の
東
ア
ジ

ア
海
域
を
股
に
か
け
た
海
商
と
、
中
国
沿
海
地
域
に
生
き
た
そ
の
妻
の
生
活
を
追

う
こ
と
で
、
当
該
時
期
に
お
け
る
沿
海
地
域
社
会
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
本
史
料
の
紹
介
と
分
析
を
通
じ
て
、
十
一
世
紀
に
お
け
る

海
商
一
族
の
生
活
を
追
っ
て
み
た
い
。

第
一
章

「
勅
封
魏
国
夫
人
施
氏
節
行
碑
」
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
ま
ず
、
以
下
に
「
勅
封
魏
国
夫
人
施
氏
節
行
碑
」
の
全
文
を
掲
げ
て

お
く
。
そ
の
際
に
は
、
全
体
を
六
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
訓
読
と
現
代

語
訳
を
付
し
て
お
い
た
。

一
、
原
文
は
崇
禎
『
寧
海
県
志
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、『
浙
江
通
志
』
巻
二

六
六
、「
施
氏
節
行
碑
」（「
浙
本
」
と
略
）
と
対
校
し
、
字
句
の
大
き
く
異

な
る
も
の
だ
け
を
校
訂
し
た
。

一
、
段
落
分
け
は
筆
者
が
行
な
っ
た
。

八
八

海
商
と
そ
の
妻

山
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王

（
字
新
甫
、
邑
人
）
撰
「
勅
封
魏
国
夫
人
施
氏
節
行
碑
」（
明
・
崇
禎
『
寧

海
県
志
』
巻
十
）

段
落
①

原
文

人
施
氏
、
四
明
人
。
故
府
君
周
公
諱
良
史
之
妻
、
故
宣
徳
郎
贈
少
師
諱
弁

之
母
。
今
、
台
之
寧
海
県
東
四
十
里
有

、
介
于
数
山
之
間
、
清
渓
周
其
前
、
大

海
環
其
外
、
水
石
参
錯
、
桑
麻

鬱
。
其
中
多
周
氏
居
、
蓋
其
故
第
也
。
施
氏
、

于
四
明
為
望
族
、

人
有
容
色
性
行
、
其
家
慎
択
所
配
。
時
府
君
雖
不
事
官
学
、

而
以
能
文
称
、
居
郷
慷
慨
、
有
器
度
、
喜

給
。
人
頗
推
長
老
、
故
施
氏
以
帰
之
。

周
之
先
、
嘗
総
大
舶
、
出
海
上
。
府
君
至
孝
、
不
肯
離
其
家
、
納

人
之
明
年
、

侍
其
父
適
日
本
国
。
去
三
月
（
浙
本
作
「
二
月
」）
而
生
少
師
。
後
七
年
而
府
君
哀

訃
至
、
少
師
生
、
府
君
既
不
及
見
。

訓
読

人
施
氏
は
、
四
明
の
人
な
り
。
故
府
君
周
公
諱
は
良
史
の
妻
に
し
て
、
故

宣
徳
郎
贈
少
師
諱
は
弁
の
母
な
り
。
今
、
台
の
寧
海
県
東
四
十
里
に

有
り
、
数

山
の
間
に
介
し
、
清
渓
は
其
の
前
を
周
り
、
大
海
は
其
の
外
に
環
る
、
水
石
参
錯

し
、
桑
麻

鬱
す
。
其
の
中
周
氏
の
居
多
し
、
蓋
し
其
の
故
第
な
り
。
施
氏
、
四

明
に
お
い
て
望
族
た
り
、

人
に
容
色
性
行
有
り
、
其
の
家
慎
み
て
配
す
る
所
を

択
ぶ
。
時
に
府
君
官
学
を
事
と
せ
ず
と
雖
も
、
而
ど
も
能
文
を
以
て
称
さ
る
。
郷

に
居
り
て
慷
慨
、
器
度
有
り
て
、

給
を
喜
ぶ
。
人
頗
る
長
老
に
推
す
、
故
に
施

氏
以
て
之
に
帰とつ
ぐ
。
周
の
先
、
嘗
て
大
舶
を
総
べ
て
、
海
上
に
出
づ
。
府
君
至
孝

に
し
て
、
其
の
家
を
離
る
る
を
肯
ぜ
ず
、

人
を
納
む
る
の
明
年
、
其
の
父
に
侍

し
て
日
本
国
に
適ゆ
く
。
去
く
こ
と
三
月
に
し
て
少
師
を
生
む
。
後
七
年
に
し
て
府

君
の
哀
訃
至
り
、
少
師
生
ま
れ
、
府
君
既
に
見
る
に
及
ば
ず
。

現
代
語
訳人

施
氏
は
明
州
の
人
で
、
亡
き
夫
周
良
史
の
妻
で
あ
り
、
亡
き
宣
徳
郎
贈

少
師
周
弁
の
母
で
あ
る
。
い
ま
、
台
州
寧
海
県
の
東
四
十
里
（
約
二
十
二
㎞
）
の

地
に

が
あ
る
。
そ
れ
は
山
々
の
間
に
あ
っ
て
、
清
ら
か
な
河
川
が
そ
の
前
を
め

ぐ
り
、
大
海
原
が
そ
の
外
に
広
が
り
、
水
石
入
り
混
じ
り
、
桑
や
麻
が
生
い
茂
る

地
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
周
氏
の
家
が
多
い
の
は
、
元
々
の
旧
居
だ
か
ら
で
あ
る
。

施
氏
は
明
州
で
は
名
望
の
一
族
で
、
容
姿
や
行
な
い
が
優
れ
て
い
た
の
で
、

家
族
は
慎
重
に
配
偶
者
を
選
ん
で
い
た
。
当
時
、
周
良
史
は
仕
官
の
た
め
の
学
問

を
し
な
か
っ
た
が
、
文
章
が
上
手
だ
と
称
賛
さ
た
。
地
元
で
は
豪
快
で
、
器
も
大

き
く
、
人
に
恵
む
こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
た
。
人
々
は
長
老
に
周
良
史
を
推
薦
し
、

よ
っ
て
施
氏
は
周
良
史
の
妻
と
な
っ
た
。
周
良
史
の
親
は
、
か
つ
て
船
舶
を
率
い

て
海
上
に
出
て
い
た
が
、
周
良
史
は
至
っ
て
親
思
い
で
、
そ
の
家
族
と
離
れ
る
こ

と
を
良
し
と
せ
ず
、
施
氏
を
妻
に
迎
え
た
翌
年
に
、
父
に
従
っ
て
日
本
国
へ
と
行

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
三
ヵ
月
後
に
周
弁
が
生
ま
れ
た
。
七
年
後
、
周
良
史
の
訃

報
が
伝
え
ら
れ
、
周
弁
は
生
れ
て
よ
り
父
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

段
落
②

原
文

而

人
年
二
十
有
二
、

、
居
家
益
貧
、
父
母
欲
奪
而
嫁
之
、
毅
然
守
志
、
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不
可
回
。
先
此
、
里
閭
未
知
読
書
、
而

人
始
教
其
子
、
有
憐
之
者
、
則
曰
、
莫

若
使
田
富
貴
、
焉
可
必
（
恐
以
後
有
脱
文
）
。
有

之
者
、
則
曰
、
是
見
銭
遅
、
其

窮
可
立
待
也
。

人
益
自
信
不
疑
、
而
教
之
愈
篤
。
廼
遣
就
舅
家
、
求
良
師
友
、

以
訓
誨
之
。
少
師
少
苦
瘡
瘍
、
累
年
不
能
療
。

人
親
自
撫
視
、
至
達
旦
不
寐
。

方
是
時
家
惟
四
壁
、
而

人
以
一
寡
女
子
、
倚
少
師
為
命
、
而
少
師
又
多
病
、
人

莫
不
為

人
危
之
。
少
師
毎
学
于
他
郡
、
或
馳
赴
京
師
、
行
之
日
、

人
素
飯

（
原
文
作
「
飯
素
」。
今
乙
正
）
壽
于
家
、
俟
其
還
、
無
恙
廼
為
肉
食
。
自
学
以
至
仕

装

悉
自

、
不
取

隣
里
、
至
鬻
衣

以
資
之
。
有
賓
客
至
、
必
親
為
之
執

具
、
食
無
少
倦
。
故
少
師
益
得
以
結
賢
大
夫
、
就
成
其
業
。

訓
読

而
し
て

人
年
二
十
有
二
に
し
て
、

と
な
り
、
居
家
益
ま
す
貧
し
く
、
父

母
奪
い
て
之
を
嫁
が
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
毅
然
と
し
て
志
を
守
り
、
回
す
べ
か

ら
ず
。
此
れ
よ
り
先
、
里
閭
未
だ
読
書
を
知
ら
ず
、
而
れ
ど
も

人
始
め
て
其
の

子
を
教
う
。
之
を
憐
む
者
有
り
、
則
ち
曰
く
、「
田たづく
り
て
富
貴
な
ら
し
む
る
に
若

く
は
莫
し
、
焉
ん
ぞ
必
ず
し
も
…
…
」
と
。
之
を
そし

る
者
有
り
、
則
ち
曰
く
、

「
是
れ
銭
を
見
る
こ
と
遅
け
れ
ば
、
其
の
窮
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
待
つ
べ
き
な
り
」

と
。

人
益
ま
す
自
ら
信
じ
て
疑
わ
ず
、
而
し
て
之
を
教
う
る
こ
と
愈
い
よ
篤
し
。

廼
ち
遣
り
て
舅
家
に
就
き
、
良
き
師
友
を
求
め
、
以
て
之
に
訓
誨
せ
し
む
。
少
師

は
少
く
し
て
瘡
瘍
に
苦
し
み
、
累
年
療
す
能
わ
ず
。

人
親
自
ら
撫
視
し
、
旦
に

達
す
る
も
寐
ざ
る
に
至
る
。
是
の
時
に
方あた
り
、
家
惟
だ
四
壁
の
み
、
而
ど
も

人

一
寡
女
子
を
以
て
、
少
師
に
倚
り
て
命
と
為
す
、
而
ど
も
少
師
又
た
病
多
し
、
人
、

人
の
為
に
之
を
危
ぶ
ま
ざ
る
莫
し
。
少
師
他
郡
に
学
ぶ
毎
に
、
或
い
は
京
師
に

馳
赴
す
る
に
、
行
く
の
日
、

人
素
飯
し
て
家
に
壽
り
、
其
の
還
る
を
俟
ち
、
恙

無
け
れ
ば
廼
ち
肉
食
を
為
す
。
学
び
て
よ
り
以
て
仕
う
る
に
至
ま
で
、
装

は
悉

く
自

し
、

れ
を
隣
里
よ
り
取
ら
ず
、
衣

を
鬻
ぎ
て
以
て
之
に
資
く
る
に
至

る
。
賓
客
至
る
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
親
ら
之
が
為
に

具
を
執
り
、
食
に
少
し
も

倦
む
無
し
。
故
に
少
師
益
ま
す
以
て
賢
大
夫
と
結
び
、
其
の
業
を
就
成
す
る
を
得
。

現
代
語
訳

そ
し
て
施
氏
は
二
十
二
歳
で
寡
婦
と
な
り
、
家
は
益
々
貧
乏
と
な
っ
た
。
父

母
は
服
喪
の
期
間
を
早
め
て
施
氏
を
別
の
家
に
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
が
、
施
氏
は

毅
然
と
し
て
志
を
守
り
、
決
意
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
以

前
、
郷
里
で
読
書
で
き
る
者
が
い
な
か
っ
た
が
、
施
氏
は
初
め
て
わ
が
子
を
教
え

た
。
こ
の
こ
と
を
憐
れ
に
思
う
者
が
い
て
「
子
ど
も
に
田
ん
ぼ
を
耕
さ
せ
て
富
や

地
位
を
手
に
入
れ
る
の
が
よ
い
。
必
ず
し
も
…
…
」
と
言
い
、
そ
し
る
者
は
「
現

金
を
手
に
す
る
こ
と
を
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
と
、
貧
乏
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
や
っ
て

く
る
ぞ
」
と
言
っ
た
。
施
氏
は
ま
す
ま
す
自
信
を
持
っ
て
疑
う
こ
と
な
く
、
わ
が

子
を
よ
り
一
層
熱
心
に
教
育
し
た
。
夫
の
父
の
家
に
行
か
せ
、
素
晴
ら
し
い
先
生

や
友
人
を
探
し
て
、
わ
が
子
に
教
え
さ
せ
た
。
周
弁
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
で
き
も

の
に
苦
し
み
、
何
年
た
っ
て
も
治
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
施
氏
は
自
ら
看
病

し
、
朝
方
に
な
っ
て
寝
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
初
、
家
は
壁
の
み
あ
る
よ
う
な

貧
し
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
施
氏
は
い
ち
寡
婦
で
あ
り
な
が
ら
周
弁
を
い
の
ち
と

頼
ん
で
い
た
。
周
弁
も
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
、
施
氏
を
危
惧
し
な
い
人
は
い

な
か
っ
た
。
周
弁
が
他
の
州
で
勉
強
し
た
り
、

臨
安
に
向
か
う
と
き
は
い
つ
も
、

出
か
け
て
い
る
あ
い
だ
施
氏
は
粗
末
な
食
事
で
家
で
無
事
を
祈
り
、
周
弁
の
帰
宅

九
〇

海
商
と
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妻
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を
待
ち
、
何
も
な
け
れ
ば
肉
料
理
を
ふ
る
ま
っ
た
。
学
問
を
始
め
て
官
に
仕
え
る

ま
で
の
身
支
度
は
す
べ
て
自
ら
用
意
し
、
近
所
か
ら
助
け
て
も
ら
う
こ
と
も
な
く
、

衣
箱
を
売
っ
て
は
そ
の
足
し
に
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
客
人
が
く
れ
ば
、
か
な
ら

ず
自
分
で
飯
炊
き
道
具
を
に
ぎ
り
、
食
事
に
遜
色
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
周
弁
は

ま
す
ま
す
賢
明
な
士
大
夫
た
ち
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
学
業
を
成
就
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

段
落
③

原
文

年
十
八
薦
于
郷
、
三
薦
登
進
士
第
。
先
是
、
台
之
挙
進
士
者
曠
、
歳
不
得
一

人
。
至
少
師
而
以
文
章
取
高
第
、
于
是
、
廼
知

人
為
善
教
子
也
。
嘉
祐
六
年
少

師
釋
褐
、
主
越
州
会
𥡴
簿
、
遷
建
之
松
谿
、

之
武
義
、
黄
之
黄

三
県
令
。
得

以
祿
及
其
親
者
十
有
九
年
。

人
以
元
豊
三
年
七
月
初
五
日
卒
于
黄

之
官
舎
。

享
年
七
十
有
四
。
後
十
三
年
宣
徳
郎
卒
于
官
、

孫
始
遷

人
之
柩
与
少
師
、
葬

于
江
寧
府
上
元
県
金
陵
郷
紫
金
嶺
。

訓
読

年
十
八
に
し
て
郷
に
薦
め
ら
れ
、
三
薦
し
て
進
士
の
第
に
登
る
。
是
れ
よ
り

先
、
台
の
進
士
に
挙
げ
ら
る
る
者
曠すくなし
、
歳
に
一
人
を
得
ず
。
少
師
に
至
り
て
文

章
を
以
て
高
第
を
取
り
、
是
に
お
い
て
、
廼
ち

人
の
善
く
子
を
教
う
る
を
為
す

を
知
る
な
り
。
嘉
祐
六
年
、
少
師
釋
褐
し
、
越
州
会
𥡴
の
簿
を
主
り
、
建
の
松
谿
、

の
武
義
、
黄
の
黄

の
三
県
令
に
遷
る
。
祿
を
以
て
其
の
親
に
及
ぶ
を
得
る
こ

と
十
有
九
年
。

人
は
元
豊
三
年
七
月
初
五
日
を
以
て
黄

の
官
舎
に
卒
す
。
享

年
七
十
有
四
。
後
十
三
年
し
て
宣
徳
郎
官
に
卒
す
、

孫
始
め
て

人
の
柩
と
少

師
と
を
遷
し
、
江
寧
府
上
元
県
金
陵
郷
紫
金
嶺
に
葬
る
。

現
代
語
訳

（
周
弁
は
）
十
八
歳
で
郷
試
（
解
試
）
に
通
過
し
、
三
度
目
に
し
て
進
士
に

及
第
し
た
。
そ
れ
以
前
、
台
州
の
進
士
合
格
者
は
寂
し
い
も
の
で
、
一
年
に
一
人

も
い
な
か
っ
た
。
周
弁
に
な
っ
て
文
章
の
能
力
で
好
成
績
を
得
、
そ
う
し
て
施
氏

が
よ
く
子
を
教
育
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六
一
）

に
周
弁
は
始
め
て
官
途
に
就
き
、
越
州
会
𥡴
県
主
簿
と
な
り
、
そ
の
の
ち
建
州
松

谿
県
令
、

州
武
義
県
令
、
黄
州
黄

県
令
を
歴
任
し
た
。
親
類
に
ま
で
給
与
が

及
ぶ
こ
と
十
九
年
に
も
上
っ
た
。
施
氏
は
元
豊
三
年
（
一
〇
八
〇
）
七
月
五
日
に

黄

県
の
官
舎
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
七
十
四
歳
。
そ
の
十
三
年
後
に
周
弁
は
官

に
就
い
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
孫
た
ち
は
祖
母
施
氏
の
柩
を
移
し
て
、
父
周
弁
と

と
も
に
江
寧
府
上
元
県
金
陵
郷
の
紫
金
嶺
に
葬
っ
た
。

段
落
④

原
文

政
和
三
年
（
当
作
「
二
年
」）
冬
、
孫

・

援
元
圭

恩
、
叙

人
起
家
本

末
、
乞
封
于
朝
廷
。
朝
廷
審
其
不
誣
、
加
以
今
号
（
原
作
「
号
令
」。
據
浙
本
）
、
廼

降
訓
詞
、
曰
、
朕
荷
天
景

、
嘉
与
宇
内
、
共
承
茲
休
。
汝
胚
胎
吉
祥
、
慶
鍾
来

裔
、
二
孫
瀝
懇
、
祈
煥
異
恩
。
朕
方
篤
孝
治
、
以
励
（
浙
本
作
「
一
」）
天
下
。
錫

此
命
書
、
其
克

享
。
嗚
呼
、

人
夙
有
淑
徳
、
中
外
所
知
、
鬱
而
不
彰
、
存
歿

為
恨
。
一
旦
朝
廷
恩
逮
九
泉
、
発
徽
音
于
数
千
載
之
後
、
命
下
之
日
、
聞
者
栄
之
。

九
一

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

創
刊
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）



訓
読

政
和
二
年
冬
、
孫
の

・

は
元
圭
の

恩
を
援
け
、

人
起
家
の
本
末
を

叙
し
、
封
を
朝
廷
に
乞
う
。
朝
廷
其
の
誣
な
ら
ざ
る
を
審
ら
か
に
し
、
加
う
る
に

今
号
を
以
し
、
廼
ち
訓
詞
を
降
し
、
曰
く
「
朕
は
天
の
景

を
荷
い
、
宇
内
と
与

に
、
共
に
茲
の
休
を
承
く
る
を
嘉
す
。
汝
吉
祥
を
胚
胎
し
、
慶
び
は
来
裔
に
鍾あつまる
、

二
孫
瀝しき
り
に
懇もと
め
て
、
異
恩
を
煥
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
祈
う
。
朕
方
に
孝
治
に
篤

く
、
以
て
天
下
を
励
す
。
此
れ
に
命
書
を
錫
う
、
其
れ
克
く

享
せ
よ
」
と
。
嗚

呼
、

人
夙
に
淑
徳
有
る
は
、
中
外
の
知
る
所
、
鬱
と
し
て
彰
ら
か
な
ら
ず
、
存

歿
為
に
恨
む
。
一
旦
朝
廷
恩
も
て
九
泉
に
逮
び
、
徽
音
を
数
千
載
の
後
に
発
す
、

命
下
る
の
日
、
聞
く
者
之
を
栄
と
す
。

現
代
語
訳

政
和
二
年
（
一
一
一
二
）
の
冬
、
孫
の
周

、
周

は
元
圭
の
恩
赦
に
よ
っ

て
、
施
氏
栄
達
の
始
末
を
述
べ
、
朝
廷
に
封
号
を
求
め
た
。
朝
廷
は
そ
れ
が
偽
り

で
な
い
こ
と
を
確
か
め
、（「
魏
国
夫
人
」
の
）
封
号
を
与
え
た
。
ま
た
皇
帝
の
御

言
葉
が
下
さ
れ
た
。「
朕
は
天
の
大
い
な
る
賜
物
を
受
け
、
天
下
と
と
も
に
こ
の

幸
い
を
享
受
す
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。
汝
は
吉
祥
な
る
子
を
宿
し
、
そ
の
慶
び

は
子
孫
に
集
ま
っ
た
。
二
人
の
孫
は
し
き
り
に
、
格
別
の
恩
を
明
ら
か
に
す
る
よ

う
求
め
て
き
た
。
朕
は
孝
に
よ
っ
て
統
治
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
そ
う
し
て

天
下
を
励
ま
し
て
お
る
。
こ
こ
に
命
書
を
与
え
る
、
受
け
取
り
た
ま
え
」。
あ
あ
、

施
氏
が
早
く
か
ら
淑
徳
で
あ
っ
た
の
は
中
外
の
誰
も
が
知
っ
て
お
り
な
が
ら
、
世

に
現
れ
る
こ
と
な
く
、
死
者
も
生
者
も
恨
み
に
思
っ
て
い
た
。
ひ
と
た
び
朝
廷
の

恩
が
地
下
の
九
泉
に
ま
で
及
び
、
名
声
が
数
千
年
後
に
ま
で
伝
わ
る
こ
と
と
な
り
、

命
令
が
下
っ
た
日
に
、
そ
れ
を
聞
く
者
は
栄
誉
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

段
落
⑤

原
文

人
性
剛
、
動
有
法
度
、
接
宗
族
郷
里
、
以
和
孝
聞
、
飭
身
倹
約
（
原
作

「
倫
約
」。
據
浙
本
）
不
妄
。

居
五
十
余
年
、
未
嘗
出
閨
閤
、
而
家
事
悉
自
主
之
、

不
以
累
其
子
、
使
得
悉
志
于
学
。

少
師
登
第
、

人
年
五
十
六
矣
。
猶
教

孫
、

不
已
。

・

最
早
被
誨
育
、
故
以
（
原
作
「
以
故
」。
今
乙
正
）
同
年
登
第
。

任
左
中
大
夫
・
知
瓊
州
軍
州
事
、

任
右
中
大
夫
・
知

州
軍
州
事
。

・

・
燦
・

皆
挙
進
士
。
炬
、
右
廸
功
郎
・
池
州
青
陽
県
主
簿
。
曾
孫
道
、
右
承

議
郎
・
知
化
州
軍
州
事
。
造
、
右
朝
請
大
夫
・
知
泉
州
軍
州
事
。

、
文
林
郎
・

撫
州
司
士
曹
事
。
芋
（
浙
本
作
「

」）
、
右
従
事
郎
・
真
州
六
合
主
簿
。
萃
、
右
承

直
郎
・
監
杭
州
軍
資
庫
・
両
浙
東
路
安
撫
准
備
差
使
。

、
右
廸
功
郎
・
建
州
松

渓
県
尉
。

、
右
従
事
郎
・
監
潭
州
南
岳
廟
。
玄
孫
彭
、
右
従
事
郎
・
黄
州
軍
州

事
判
官
。

・
彰
之
美
、
並
右
廸
功
郎
、
其
余
挙
進
士
者
、
又
二
十
余
人
。

訓
読

人
性
剛
に
し
て
、
動
も
す
れ
ば
法
度
有
り
、
宗
族
郷
里
に
接
す
る
に
和
孝

を
以
て
聞
え
、
飭
身
倹
約
す
る
に
妄
り
な
ら
ず
。

居
す
る
こ
と
五
十
余
年
、
未

だ
嘗
て
閨
閤
を
出
で
ず
、
而
し
て
家
事
は
悉
く
自
ら
之
を
主
り
、
以
て
其
子
を

累
さ
わずらわ

せ
ず
、
志
を
学
に
悉
く
す
を
得
し
む
。
少
師
登
第
す
る
に

び
、

人
年
五

十
六
な
り
。
猶
お

孫
を
教
え
、

と
し
て
已
ま
ず
。

・

は
最
も
早
に
誨

育
を
被
り
、
故
に
同
年
を
以
て
登
第
す
。

は
左
中
大
夫
・
知
瓊
州
軍
州
事
に
任
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じ
、

は
右
中
大
夫
・
知

州
軍
州
事
に
任
ず
。

・

・
燦
・

は
皆
な
進
士

に
挙
げ
ら
る
。
炬
は
、
右
廸
功
郎
・
池
州
青
陽
県
主
簿
、
曾
孫
道
は
、
右
承
議

郎
・
知
化
州
軍
州
事
、
造
は
、
右
朝
請
大
夫
・
知
泉
州
軍
州
事
、

は
、
文
林

郎
・
撫
州
司
士
曹
事
、
芋
は
、
右
従
事
郎
・
真
州
六
合
主
簿
、
萃
は
、
右
承
直

郎
・
監
杭
州
軍
資
庫
・
両
浙
東
路
安
撫
准
備
差
使
、

は
、
右
廸
功
郎
・
建
州
松

渓
県
尉
、

は
、
右
従
事
郎
・
監
潭
州
南
岳
廟
、
玄
孫
の
彭
は
、
右
従
事
郎
・
黄

州
軍
州
事
判
官
、

・
彰
之
美
（「
之
美
」
不
明
）
、
並
び
に
右
廸
功
郎
た
り
。
其
の

余
進
士
に
挙
ぐ
る
者
、
又
た
二
十
余
人
。

現
代
語
訳

施
氏
は
性
格
が
剛
直
で
、
つ
ね
に
規
範
を
持
ち
、
宗
族
や
郷
里
と
の
付
き
合

い
に
は
淑
和
孝
順
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
身
を
戒
め
倹
約
に
嘘
偽
り
が
な
か
っ
た
。

五
十
年
あ
ま
り
の
寡
婦
暮
ら
し
の
中
で
、
婦
人
の
寝
屋
を
出
る
こ
と
な
か
っ
た
が
、

家
事
は
す
べ
て
自
分
で
取
り
仕
切
り
、
子
ど
も
に
さ
せ
ず
、
学
業
に
専
念
さ
せ
た
。

周
弁
が
及
第
し
た
時
、
施
氏
は
五
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
依
然
、
孫
た
ち
を
已
む
こ

と
な
く
熱
心
に
教
育
し
た
。
周

・
周

は
最
も
早
く
祖
母
施
氏
の
教
育
を
受
け

た
の
で
、
同
じ
年
に
及
第
し
た
。
周

は
左
中
大
夫
・
知
瓊
州
軍
州
事
を
勤
め
、

は
右
中
大
夫
・
知

州
軍
州
事
を
勤
め
た
。

・

・
燦
・

は
み
ん
な
進
士

と
な
っ
た
。
周
炬
は
、
右
廸
功
郎
・
池
州
青
陽
県
主
簿
と
な
っ
た
。
曾
孫
の
周
道

は
、
右
承
議
郎
・
知
化
州
軍
州
事
と
な
っ
た
。
周
造
は
、
右
朝
請
大
夫
・
知
泉
州

軍
州
事
と
な
っ
た
。
周

は
、
文
林
郎
・
撫
州
司
士
曹
事
と
な
っ
た
。
周
芋
は
、

右
従
事
郎
・
真
州
六
合
主
簿
と
な
っ
た
。
周
萃
は
、
右
承
直
郎
・
監
杭
州
軍
資

庫
・
両
浙
東
路
安
撫
准
備
差
使
と
な
っ
た
。
周

は
、
右
廸
功
郎
・
建
州
松
渓
県

尉
と
な
っ
た
。
周

は
、
右
従
事
郎
・
監
潭
州
南
岳
廟
と
な
っ
た
。
玄
孫
の
彭
は
、

右
従
事
郎
・
黄
州
軍
州
事
判
官
と
な
っ
た
。

・
彰
は
と
も
に
右
廸
功
郎
と
な
り
、

そ
の
ほ
か
進
士
に
な
っ
た
者
は
さ
ら
に
二
十
人
あ
ま
り
に
上
っ
た
。

段
落
⑥

原
文

源
深
流
遠
、
子
孫
先
先
、
久
而
益
盛
、
実

人
。
起
艱
難
守
節
義
、
慨
然

保
育
其
孤
、
以
致
今
日
己

哉
。

人
生
有
偉
節
、
没
有
栄
聞
、
刊
之

、
垂
之

簡
冊
、
可
以
勧
慈
母
、
而
励
節
婦
矣
。
然
不
得
鴻
儒
大
筆
、
表
千
載
殊
特
之
遇
、

則
埋
光
泉
壌
、
何
以
詔
天
下
後
世
。
是
用
備
述

人
顕
著
之
迹
、
与
夫
宗
族
之
景

所
称
道
者
、
以
俟
異
時
史
氏
之
所
採
択
。

慶
元
二
年
春
三
月
甲
子
。

訓
読

源
は
深
く
流
れ
は
遠
し
、
子
孫
先
先
と
し
、
久
く
し
て
益
ま
す
盛
ん
な
る
は
、

実
に

人
に

る
。
艱
難
よ
り
起
り
て
節
義
を
守
り
、
慨
然
と
し
て
其
の
孤
を
保

育
し
、
以
て
今
日
の
己

を
致
す
。

人
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
偉
節
有
る
も
、
栄

聞
有
る
没
し
、
之
を

に
刊
し
、
之
を
簡
冊
に
垂
れ
、
以
て
慈
母
に
勧
め
、
節

婦
を
励
ま
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
鴻
儒
大
筆
を
得
て
、
千
載
殊
特
の
遇
を
表
さ
ざ
れ

ば
、
則
ち
光
を
泉
壌
に
埋
む
、
何
を
以
て
天
下
後
世
に
詔あきらか
に
せ
ん
や
。
是
を
用

て
備
さ
に

人
顕
著
の
迹
と
、
か
の
宗
族
の
景あと
の
道
に
称
う
所
の
者
と
を
述
べ
、

以
て
異
時
史
氏
の
採
択
す
る
所
を
俟
た
ん
。

慶
元
二
年
春
三
月
甲
子
。

九
三
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現
代
語
訳

そ
の
源
は
深
く
そ
の
流
れ
は
遠
く
及
び
、
子
孫
は
多
く
集
い
、
時
間
が
経
つ

に
つ
れ
益
々
繁
栄
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
施
氏
か
ら
始
ま
っ
た
。
困
難
か
ら

身
を
起
し
て
節
義
を
守
り
、
気
力
を
ふ
る
っ
て
自
ら
の
子
を
育
て
、
こ
ん
に
ち
の

偉
業
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
施
氏
は
生
ま
れ
な
が
ら
優
れ
た
節
操
を
持
ち
つ

つ
も
、
栄
誉
が
な
か
っ
た
。
施
氏
を
玉
で
作
っ
た
碑
石
に
書
き
記
し
、
書
物
に
残

す
な
ら
ば
、
慈
母
を
奨
励
し
節
婦
を
励
ま
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
大
学
者

の
名
文
で
も
っ
て
、
千
年
に
わ
た
る
格
別
の
恩
遇
を
表
現
し
な
け
れ
ば
、
栄
光
は

地
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
天
下
後
世
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
か
。
そ
こ
で
施
氏
の

顕
著
な
事
跡
と
、
そ
の
宗
族
の
栄
光
の
う
ち
、
道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
を
す
べ
て

書
き
あ
げ
、
後
の
歴
史
家
が
採
択
す
る
の
を
待
つ
と
す
る
。

慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）
春
三
月
甲
子
。

第
二
章

海
商
周
良
史
と
妻
施
氏

第
一
節

夫
周
良
史
、
妻
施
氏

ま
ず
、
本
碑
文
の
主
人
公
で
あ
る
施
氏
か
ら
見
て
お
こ
う
。
段
落
①
冒
頭
に

「

人
施
氏
は
、
四
明
の
人
な
り
。
…
…
施
氏
、
四
明
に
お
い
て
望
族
た
り
」
と

あ
る
よ
う
に
、
施
氏
は
明
州
名
望
の
一
族
出
身
で
あ
っ
た
。
元
豊
三
年
（
一
〇
八

〇
）
七
月
五
日
に
享
年
七
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
（
段
落
③
）、
逆
算

す
る
と
生
年
は
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
と
な
る
。
ま
た
息
子
の
周
弁
は
施
氏
が

亡
く
な
っ
て
か
ら
十
三
年
後
（
一
〇
九
三
）
に
七
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
お
り

（
段
落
③
）、
周
弁
の
誕
生
年
は
天
禧
五
年
（
一
〇
二
一
）
と
な
る
か
ら
、
段
落

①
よ
り
周
弁
誕
生
の
一
年
前
、
つ
ま
り
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
周
良
史
と
結

婚
し
た
こ
と
に
な
る
。
時
に
施
氏
は
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
段
落
①
に
よ
る
と
、
結
婚
し
て
一
年
、
周
弁
が
生
ま
れ
た
年
（
一
〇

二
一
）
に
、
夫
で
あ
る
周
良
史
は
、
父
に
従
っ
て
日
本
へ
と
貿
易
に
出
か
け
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
七
年
後
の
天
聖
六
年
（
一
〇
二
八
）
に
、
周
良
史
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
訃
報
が
伝
え
ら
れ
、
周
良
史
と
周
弁
親
子
は
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

が
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
と
い
う
。
施
氏
は
二
十
二
歳
で
寡
婦
と
な
っ
た
。

夫
で
あ
る
周
良
史
一
族
は
、
台
州
寧
海
県
の
東
四
十
里
の

（
現
在
の
寧
海
県

官
塘
周
村
付
近８

）

）
に
居
を
構
え
て
い
た
。
父
は
海
商
で
あ
っ
た
周
文
裔
で
あ
り
、

当
時
す
で
に
日
本
を
往
復
す
る
貿
易
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
。
周
良
史
の
母
は
日

本
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
七
月
十
七
日
「
母
則
当
朝
臣
女

也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
博
多
あ
た
り
に
周
文
裔
が

居
住
し
て
日
本
女
を
娶
り
、
周
良
史
を
生
ん
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次

に
見
る
よ
う
に
、
周
良
史
は
幼
少
期
を
寧
海
県
で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
文
面
が
あ
り
、
と
す
れ
ば
日
本
女
性
の
母
は
ど
こ
で
周
良
史
を
生
み
、
周

良
史
が
育
っ
た
の
が
ど
こ
な
の
か
疑
問
が
残
り
、
現
段
階
で
は
後
考
を
俟
つ
ほ
か

な
い
。

周
良
史
は
「
時
に
府
君
官
学
を
事
と
せ
ず
と
雖
も
、
而
ど
も
能
文
を
以
て
称
さ

る
。
郷
に
居
り
て
慷
慨
、
器
度
有
り
て
、

給
を
喜
ぶ
」（
段
落
①
）
と
あ
る
よ

う
に
、
台
州
で
仕
官
の
た
め
の
学
問
を
せ
ず
、
地
元
で
は
恬
淡
で
あ
っ
た
と
伝
え

て
い
る
が
、
実
際
に
は
人
々
へ
の
振
舞
い
を
好
ん
だ
と
あ
る
よ
う
に
、
海
商
一
家

と
し
て
裕
福
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
よ
っ
て
周
一
族
は
台
州
寧
海
県
で

力
を
持
っ
た
富
商
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

九
四

海
商
と
そ
の
妻

山
崎
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）



そ
し
て
両
家
は
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
（
段
落
①
「
人
頗
る
長
老
に

推
す
、
故
に
施
氏
以
て
之
に
帰

と
つ
）ぐ
」）。
台
州
出
身
の
周
良
史
と
、
明
州
出

身
の
施
氏
の
婚
姻
を
お
こ
な
う
接
点
は
、
や
は
り
海
上
交
易
の
拠
点
と
し
て
あ
っ

た
明
州
と
い
う
地
に
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
の
当
時
に
お
い
て
、
日
本
と
の
貿
易
に

際
し
て
は
、
明
州
に
設
置
さ
れ
た
市
舶
司
を
通
じ
て
渡
海
証
明
書
で
あ
る
公
憑
の

発
給
手
続
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
貿
易
を
終
え
て
帰
国
す
る
場
合
に

は
、
再
び
明
州
に
戻
り
市
舶
司
で
抽
解
・
博
買
（
課
税
・
先
行
買
付
）
の
手
続
き

を
経
る
必
要
も
あ
っ
た９

）

。
ま
た
宋
代
の
明
州
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
街
ら
し
き
区

画
が
見
ら
れ
る
な
ど
国
際
交
易
港
と
し
て
繁
栄
し
、
日
本
・
高
麗
な
ど
東
ア
ジ
ア

海
域
へ
の
玄
関
口
で
も
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
結
婚
は
、
地
方
の
海
商
が
貿
易
港

で
あ
っ
た
明
州
の
名
族
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
州
に
海
上
交
易
の
活
動

拠
点
を
確
保
し
、
さ
ら
な
る
資
金
調
達
を
ね
ら
っ
た
戦
略
的
結
婚
で
あ
っ
た
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
両
家
の
婚
姻
関
係
が
始
ま
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
翌
年
に
は
周

良
史
が
父
周
文
裔
に
従
っ
て
日
本
へ
と
貿
易
に
出
か
け
て
し
ま
い
、
以
後
一
度
も

妻
子
の
い
る
寧
海
県
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
周
良
史
は
日
本
の
史
料
に
顔
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
周
良
史
は
一

〇
二
六
年
（
天
聖
四
、
万
寿
三
）
に
名
籍
を
関
白
藤
原
頼
通
に
奉
じ
、
桑
絲
三
〇

〇
疋
を
献
上
し
て
栄
爵
を
申
請
し
た
。
そ
し
て
も
し
献
上
品
が
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
場
合
に
は
、
本
国
（
宋
朝
）
に
帰
っ
て
二
年
後
の
夏
に
錦
・
綾
・
香
薬
等
を
持

ち
来
た
っ
て
献
じ
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
六
月
二
十
四
日
、

名
籍
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
、
栄
爵
（
五
位
）
の
授
与
は
却
下
さ
れ
、
砂
金

三
十
両
を
下
賜
さ
れ
た
（『
小
右
記
』
万
寿
三
年
六
月
二
十
六
日
、『
左
経
記
』
万

寿
三
年
七
月
十
七
日
、『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
元
年
九
月
二
十
四
日
）。
や
は
り
不
服

で
あ
っ
た
の
か
、
す
ぐ
さ
ま
同
年
十
月
に
周
良
史
は
、
藤
原
頼
通
へ
の
新
た
な
献

上
品
を
求
め
て
明
州
へ
と
帰
還
し
て
い
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
四
四
－
四
、

天
聖
四
年
十
月
に
、

明
州
言
え
ら
く
、
市
舶
司
牒
す
ら
く
、
日
本
国
太
宰
府
進
奉
使
周
良
史
状

す
ら
く
本
府
都
督
の
命
を
奉
じ
、
土
産
物
色
を
将
て
進
奉
す
と
。
本
州
看
詳

す
る
に
、
即
ち
本
処
の
章
表
無
し
、
未
だ
敢
え
て
発
遣
上
京
せ
し
め
ず
。
明

州
を
し
て
只
だ
本
州
の
意
度
を
作
さ
し
め
、
周
良
史
に
諭
し
、
本
国
の
表
章

無
き
に
縁
り
て
、
以
て
朝
廷
に
申
奏
し
難
し
、
進
奉
す
る
所
の
物
色
、
如
し

留
下
を
肯
ん
ぜ
ば
、
即
ち
価
例
を
約
度
し
て

答
し
、
如
し
留
下
を
肯
ん
ぜ

ざ
れ
ば
、
即
ち
却
け
て
給
付
し
、
曉
示
し
て

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
之
れ
に

従
う10

）

。

と
あ
る
。
周
良
史
は
大
宰
府
の
長
官
で
あ
っ
た
少
弐
藤
原
惟
憲
と
も
結
託
し
て
い

た
の
で11

）

、
貿
易
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
進
奉
使
と
か
た
っ
た
よ
う
だ
が
、
入
京

は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
結
果
と
し
て
、
周
良
史
の
件
は
明
州
で
処
理

を
進
め
、
貿
易
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
査
定
と
回
答
を
明
州
で
行
う
こ
と
と
な

っ
た
。
結
局
、
周
良
史
は
、
明
州
で
貿
易
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

関
白
と
の
約
束
ど
お
り
、
周
良
史
は
二
年
後
の
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
八
月

十
五
日
に
、
父
周
文
裔
と
と
も
に
対
馬
に
来
着
し
、
文
殊
・
十
六
羅
漢
絵
像
な
ど

も
将
来
し
た
が
（『
小
右
記
』
万
寿
五
年
七
月
九
日
、
長
元
元
年
十
月
十
日
）、
こ

の
年
は
先
に
見
た
と
お
り
施
氏
に
周
良
史
の
訃
報
が
届
い
た
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

周
良
史
は
妻
子
を
す
て
て
日
本
に
永
住
す
る
こ
と
を
、
す
で
に
一
〇
二
六
年
の
段

階
で
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
二
年
後
の
一
〇
二
八
年
に
日
本
へ
と
到
来
し
、
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そ
し
て
施
氏
の
も
と
に
訃
報
が
届
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
一
〇
二
八
年
に
日
本
に
到
来
し
て
す
ぐ
に
、
周
良

史
が
亡
く
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
を
打
ち
消

す
史
料
が
あ
る
。
の
ち
の
後
朱
雀
天
皇
が
皇
太
子
時
代
、
一
〇
三
四
年
（
景
祐
元
、

長
元
七
）
の
正
月
の
挨
拶
で
の
出
来
事
を
記
し
た
手
跡
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

周
良
史
は
大
宋
国
汝
南
郡
商
客
良
史
と
し
て
登
場
す
る
（「
大
宋
国
汝
南
郡
商
客

良
史
、
字
憲
清
、
平
賓
客
、
一
見
如
旧
識
、
良
史
体
白
ハ
頗
似
憲
清
、
平
賓
客
所

称
」
中
野
重
孝
旧
蔵
『
大
手
鑑
』
所
収
「
東
宮
御
手
跡12

）

」）。
こ
の
史
料
か
ら
、
周

良
史
が
京
へ
と
の
ぼ
り
、
東
宮
と
面
会
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
み
た
と

お
り
、
周
良
史
は
台
州
寧
海
県
出
身
で
あ
り
、
汝
南
郡
の
出
で
は
な
い
。
汝
南
郡

周
氏
と
は
、
周
の
文
王
が
国
名
を
氏
と
し
、
安
平
王
の
次
子
秀
が
汝
南
に
封
ぜ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
望
姓13

）

で
あ
り
、
周
良
史
と
直
接
的
に
は
関
係
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
周
良
史
が
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
中
国
的
氏
族
価
値
観

で
あ
る
名
望
（
名
族
の
姓
氏
）
の
汝
南
周
氏
を
か
た
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
名
望
を
か
た
る
こ
と
で
、
日
本
社
会
に
お
け
る
自
身
の
地
位
向
上
を
狙
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
施
氏
は
明
州
の
望
族
と
し
て
、
海
商
一
家
の
周
良
史
と
婚
姻

し
た
。
し
か
し
周
良
史
は
翌
年
に
日
本
へ
名
籍
を
奉
じ
、
以
後
家
族
に
顔
を
見
せ

る
こ
と
な
く
、
日
本
（
お
そ
ら
く
当
初
は
博
多
）
に
定
住
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
周
良
史
は
の
ち
に
関
白
や
東
宮
な
ど
貴
族
に
近
し
い
存
在
と
し
て
、
日
本
で

活
躍
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

母
施
氏

周
良
史
と
〞
死
に
別
れ
た
〝
施
氏
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
而
し
て

人
年
二
十
有
二
に
し
て
、

と
な
り
、
居
家
益
ま
す
貧
し
」（
段
落

②
）、「
是
の
時
に
方あた
り
、
家
惟
だ
四
壁
の
み
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
施
氏
が

寡
婦
と
な
っ
て
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
施
氏
が
だ
れ
の

手
も
借
り
ず
一
人
で
息
子
を
養
育
し
た
と
碑
文
は
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
碑
文
が
施
氏
の
節
行
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
施
氏
の
生
活
や
子
育
て

を
美
化
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
碑
文
に
は
、
隠
し
き
れ
な
い
施
氏
の
経
済

状
態
や
親
族
と
の
関
係
が
垣
間
見
え
て
い
る
。
い
ま
以
下
に
取
り
出
し
て
み
る
と
、

・
廼
ち
遣
り
て
舅
家
に
就
き
、
良
き
師
友
を
求
め
、
以
て
之
に
訓
誨
せ
し
む
。

（
段
落
②
）

・
学
び
て
よ
り
以
て
仕
う
る
に
至
ま
で
、
装

は
悉
く
自

し
、

れ
を
隣

里
よ
り
取
ら
ず
、
衣

を
鬻
ぎ
て
以
て
之
に
資
く
る
に
至
る
。（
同
）

・
賓
客
至
る
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
親
ら
之
が
為
に

具
を
執
り
、
食
に
少
し

も
倦
む
無
し
。（
同
）

と
あ
っ
て
、
周
弁
の
身
支
度
は
す
べ
て
施
氏
み
ず
か
ら
用
意
し
、
近
所
か
ら
の
助

け
も
い
ら
ず
、
必
要
で
あ
れ
ば
衣
箱
を
売
っ
て
生
活
し
、
客
人
へ
の
も
て
な
し
に

事
欠
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
舅
家
（
周
良
史
の
父
方
の
家
、
つ
ま
り

周
一
族
）
に
周
弁
を
あ
ず
け
、
先
生
や
友
人
を
求
め
さ
せ
た
の
も
、
海
商
の
周
一

族
と
の
関
係
が
切
れ
て
お
ら
ず
、
陰
に
援
助
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
ま
た
周
弁
が
勉
強
に
で
か
け
、
帰
宅
す
る
と
肉
を
ふ
る
ま
っ
て
も
い
る

（
段
落
②
）。
碑
文
は
、
施
氏
が
貧
乏
で
苦
労
し
た
こ
と
を
誇
張
し
て
書
か
れ
て

い
る
が
、
そ
の
実
、
施
氏
は
周
家
を
頼
り
に
、
子
を
育
て
て
い
た
。

そ
の
後
、
施
氏
の
努
力
も
実
り
、
周
弁
は
官
途
の
道
を
進
ん
で
ゆ
く
が
、
平
坦
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で
は
な
か
っ
た
。

年
十
八
に
し
て
郷
に
薦
め
ら
れ
、
三
薦
し
て
進
士
の
第
に
登
る
。
…
…
嘉

祐
六
年
、
少
師
釋
褐
し
、
越
州
会
𥡴
の
簿
を
主
り
、
建
の
松
谿
、

の
武
義
、

黄
の
黄

の
三
県
令
に
遷
る
。（
段
落
③
）

と
あ
る
よ
う
に
、
十
八
歳
（
一
〇
三
八
年
、
宝
元
二
）
で
科
挙
の
第
一
試
験
で
あ

る
郷
試
に
通
過
し
た
が
、

臨
安
で
の
省
試
（
進
士
科
）
合
格
ま
で
に
、
周
弁
は

三
度
挑
戦
し
て
や
っ
と
及
第
し
た
。
そ
し
て
始
め
て
官
職
に
つ
い
た
の
は
周
弁
四

十
一
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
郷
試
通
過
か
ら
仕
官
ま
で
に
二
十
三
年
を
費
や
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
周
一
族
は
海
商
の
家
か
ら
、
初
め
て
周
弁

が
官
吏
と
な
り
、「
祿
を
以
て
其
の
親
に
及
ぶ
を
得
る
こ
と
十
有
九
年
」
と
い
う

よ
う
に
、

役
を
免
除
さ
れ
る
裕
福
な
「
官
戸14

）

」
へ
と
栄
進
し
た
。

そ
の
孫
た
ち
に
は
、
周
弁
の
恩
陰
を
得
て
官
吏
と
な
る
者
や
、
科
挙
に
応
ず
る

者
が
続
出
し
て
い
る
（
段
落
⑤
、
ま
た
周
氏
家
系
図
を
参
照
）。
特
に
孫
の
周

・
周

は
同
時
に
科
挙
及
第
し
た
の
で
、
そ
の
居
所
を
「
雙
登
堂
」
と
称
し
、

後
世
ま
で
顕
彰
さ
れ
た
（
張
美
和
「
雙
登
堂
記
」、
崇
禎
『
寧
海
県
志
』
巻
十
）。

確
か
に
名
族
出
身
の
施
氏
の
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
の
、
周
家
は
か
く
し
て

海
商
一
家
か
ら
、
官
吏
を
輩
出
す
る
「
官
戸
」
へ
と
社
会
的
上
昇
を
な
し
え
た
の

で
あ
っ
た
。

結
び
に
か
え
て

十
一
世
紀
に
、
父
と
と
も
に
海
商
と
な
っ
た
周
良
史
は
、
両
浙
地
域
沿
海
に
位

置
す
る
寧
海
県
瀕
海
の
地
を
故
郷
に
持
ち
、
明
州
を
拠
点
に
貿
易
活
動
を
行
な
っ

て
い
た
。
周
一
族
は
明
州
の
名
望
施
氏
と
婚
姻
し
、
明
州
で
の
拠
点
を
確
か
な
も

の
と
し
た
。
周
良
史
そ
の
人
は
、
一
〇
二
六
年
に
日
本
へ
名
籍
を
提
出
し
移
住
の

手
続
を
は
じ
め
、
お
そ
ら
く
一
〇
二
八
年
以
降
、
日
本
に
定
住
し
た
。

こ
の
時
期
、
名
籍
を
日
本
朝
廷
に
提
出
す
る
海
商
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
一
一
五

周
氏
家
系
図

周
文
裔

海
商
）

良
史

海
商
）

日
本
女

弁

宣
徳
郎
・
黄

県
令
）

施
氏

左
中
大
夫
・
知
瓊
州
）

道

左
承
議
郎
・
知
化
州
）

彭

右
従
事
郎
・
黄
州
軍
事
判
官
）

屠
氏

右
中
大
夫
・
知

州
）

造

右
朝
請
大
夫
・
知
泉
州
）

右
廸
功
郎
）

進
士
）

文
林
郎
・
撫
州
司
士
曹
事
）

彰

右
廸
功
郎
）

進
士
）

芋

右
従
事
郎
・
真
州
六
合
県
主
簿
）

燦

進
士
）

萃

右
承
直
郎
・
監
杭
州
軍
資
庫
・
両
浙
東
路
安
撫
准
備
差
使
）

進
士
）

右
廸
功
郎
・
建
州
松
渓
県
尉
）

炬

右
廸
功
郎
・
池
州
青
陽
県
主
簿
）

右
従
事
郎
・
監
潭
州
南
岳
廟
）
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〇
年
に
は
劉
文
沖
（『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
元
年
九
月
二
十
四
日
）
が
周
良
史
と
同

じ
く
名
籍
を
奉
じ
て
い
る
。
ま
た
一
〇
〇
三
年
に
は
上
官
用
銛
が
「
帰
化
」
を
望

む
も
送
還
さ
れ
て
い
る
が
（『
権
記
』
長
保
五
年
七
月
）、
同
年
に
温
州
・
洪
州

（

）
人
の
「
帰
化
」
が
頻
繁
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
、
帝
徳

部
、
勘
解
相
公
「
仲
秋
釈
奠
腑
万
国
咸
寧
」）。
一
〇
五
〇
年
に
は
宋
人
張
守
隆
の

「
帰
化
」
が
許
可
さ
れ
て
い
る15

）

。
名
籍
を
奉
ず
る
こ
と
と
「
帰
化
」
が
同
義
か
不

明
だ
が
、
十
一
世
紀
に
は
多
く
の
中
国
海
商
が
日
本
へ
の
居
住
を
願
っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
近
年
の
博
多
遺
跡
群
の
発
掘

に
よ
っ
て
、
十
一
世
紀
後
半
よ
り
宋
海
商
の
居
住
跡
（「
唐
坊
」）
が
見
つ
か
っ
て

い
る16

）

。
よ
っ
て
、
周
良
史
は
み
ず
か
ら
波
打
際
貿
易
か
ら
住
蕃
貿
易
に
転
じ
た
海

商
で
あ
っ
た
と
言
い
え
よ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
周
良
史
の
い
な
く
な
っ
た
周
一
家
は
、
施
氏
を
た
よ
り
に
、
周
弁

を
官
途
へ
と
導
い
た
。
海
商
一
家
で
あ
っ
た
周
一
族
は
、
科
挙
の
合
格
や
官
職
に

就
く
ま
で
時
間
が
か
か
っ
た
も
の
見
事
に
成
し
遂
げ
、
子
孫
に
い
た
る
ま
で
官
吏

を
出
し
続
け
る
「
官
戸
」
へ
と
社
会
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
。
唐
宋
変
革
期
に
お

け
る
、
商
人
の
仕
官
に
よ
る
社
会
的
地
位
の
上
昇
の
一
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。海

商
と
し
て
の
周
一
族
が
海
上
貿
易
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
州
寧
海

県
に
お
い
て
港
市
が
発
展
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
寧
海
県
は
や
は
り
一
地
方

の
港
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
海
商
の
利
益
活
動
が
必
ず
し
も
出
身
地
域
を
経

済
的
に
潤
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
宋
朝
に
よ
る
市
舶
司
体
制
に
よ
っ
て
、
国
際

貿
易
港
と
し
て
明
州
を
定
位
し
、
海
外
貿
易
活
動
を
管
理
し
て
い
る
た
め
に
、
地

方
都
市
（
港
市
）
へ
利
潤
が
還
元
さ
れ
ず
、
そ
の
発
展
が
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
海
商
で
あ
っ
た
周
一
族
も
、
結
局
は
中
国
内
の
科
挙
官
僚
社
会
へ
の
栄
進

を
目
指
し
た
の
で
あ
り
、
海
商
の
商
業
活
動
の
社
会
的
結
実
は
科
挙
官
僚
輩
出
と

い
う
か
た
ち
で
地
域
社
会
へ
還
元
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

周
一
族
よ
り
す
る
と
、
海
商
の
社
会
的
成
功
は
官
吏
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

就
す
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
明
州
名
望
の
施
氏
の
力
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

〔
注
〕

1
）石
井
正
敏
「
一
〇
世
紀
の
国
際
変
動
と
日
宋
貿
易
」（『
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
日
本
』

二
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）、
拙
稿
「
九
世
紀
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
海
域
と

海
商
｜
徐
公
直
と
徐
公
祐
｜
」（『
人
文
研
究
』
五
八
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

２
）田
島
公
「
大
宰
府
鴻

館
の
終
焉
」（『
日
本
史
研
究
』
三
八
九
、
一
九
九
五
年
）。

３
）拙
稿
「
貿
易
と
都
市
｜
宋
代
市
舶
司
と
明
州
｜
」（『
東
方
学
』
一
一
六
輯
、
二
〇

〇
八
年
七
月
）、
同
「
宋
代
両
浙
地
域
に
お
け
る
市
舶
司
行
政
」（『
東
洋
史
研
究
』

六
九
｜
一
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）。

４
）大
庭
康
時
「
博
多
の
都
市
空
間
と
中
国
人
居
住
区
」（『
港
町
の
世
界
史
2

港
町

の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

５
）亀
井
明
徳
「
日
宋
貿
易
関
係
の
展
開
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
六
巻
、
一
九

九
五
年
）。

６
）渡
邊
誠
「
年
紀
制
と
中
国
海
商
｜
平
安
時
代
貿
易
管
理
制
度
再
考
｜
」（『
歴
史
学

研
究
』
八
五
六
、
二
〇
〇
九
年
八
月
）
な
ど
を
参
照
。

７
）森
克
己
「
東
宮
と
宋
商
周
良
史
」（『
新
編

森
克
己
著
作
集
第
二
巻

続
日
宋
貿

易
の
研
究
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
前
掲
亀
井
氏
・
渡
邊
氏
論
文
を
参
考

と
し
た
。

８
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
新
聞
『
中
国
寧
波
網
』
二
〇
〇
六
年
三
月
十
四
日
付
の
「
探

尋
寧
波
〞
海
上
絲
路
〝
有
重
大
発
現
」
に
よ
る
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
寧
波
市
文

物
局
の
楊
古
城
氏
が
周
氏
の
族
譜
『
重
修
官
塘
周
氏
宗
譜
』
を
調
査
し
、
周
文

裔
・
周
良
史
父
子
の
名
を
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
し
周
文
徳
の
名
は
無
い
と
い
う
。

九
八

海
商
と
そ
の
妻

山
崎
覚
士
）



『
周
氏
宗
譜
』
に
は
、
さ
ら
に
周
文
裔
は
九
六
二
年
（
建
隆
三
）
に
生
ま
れ
、
同

じ
東

村
の
陳
氏
を
娶
っ
た
が
、
後
に
日
本
女
性
と
結
婚
し
周
良
史
（
九
八
六

〜
）
を
も
う
け
た
、
ま
た
施
氏
が
明
州

県
黄
古
林
（
明
州
城
の
西
郊
外
）
の
望

族
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
筆
者
は
未
見
。

９
）前
掲
拙
稿
「
宋
代
両
浙
地
域
に
お
け
る
市
舶
司
行
政
」
を
参
照
。

10
）『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
四
四
｜
四
、
天
聖
四
年
十
月
「
明
州
言
、
市
舶
司
牒
、
日

本
国
太
宰
府
進
奉
使
周
良
史
状
奉
本
府
都
督
之
命
、
将
土
産
物
色
進
奉
。
本
州
看

詳
、
即
無
本
処
章
表
、
未
敢
発
遣
上
京
。
欲
令
明
州
只
作
本
州
意
度
、
諭
周
良
史
、

縁
無
本
国
表
章
、
難
以
申
奏
朝
廷
。
所
進
奉
物
色
、
如
肯
留
下
、
即
約
度
価
例

答
、
如
不
肯
留
下
、
即
却
給
付
、
曉
示
令

。
従
之
」。

11
）前
掲
亀
井
氏
論
文
を
参
照
。

12
）前
掲
森
氏
論
文
を
参
照
。

13
）『
元
和
姓
纂
』
巻
五
、
周
姓
。

14
）梅
原
郁
「
宋
代
の
形
勢
と
官
戸
」（『
東
方
学
報
』
六
〇
、
一
九
八
八
年
）。

15
）林
文
理
「「
博
多
綱
首
」
関
係
史
料
」（『
福
岡
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
四
、
一
九

九
四
年
）。

16
）前
掲
大
庭
氏
論
文
を
参
照
。

（
や
ま
ざ
き

さ
と
し

歴
史
学
科
）

二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
九
日
受
理

周
氏
年
譜

年

月

施
氏
・
周
弁

周
文
裔
・
周
良
史

備

考

（
九
六
二
）
周
文
裔
、
誕
生

（
九
八
六
）
周
良
史
、
誕
生
。
母
は
日
本
女

（
九
八
六
）
周
文
徳
、
源
信
よ
り
『
往
生
要
集
』
を

託
さ
れ
る

一
〇
〇
七

施
氏
、
誕
生

﹇
周
良
史
、
台
州
寧
海
県
で
幼
少
を
過
ご
す
﹈

（
一
〇
一
二
・
五
）
周
文
裔
、
来
日
。
在
宋
僧
寂
照
の
消
息
を
伝
え
る

（
九
九
〇
）
周
文
徳
、
来
日

一
〇
二
〇

施
氏
（
十
四
）、
周
良
史
（
三
十
五
）
と
婚
姻

﹇
一
〇
二
〇

綱
首
文
囊
、
唐
船
二
艘
で
来
日
﹈（『
小
右
記
』）

一
〇
二
一

周
弁
、
誕
生

（
一
〇
二
一
）
周
良
史
、
父
文
裔
に
随
い
日
本
へ

﹇
周
弁
、
生
後
よ
り
父
の
顔
を
見
ず
﹈

（
一
〇
二
六
・
六
）
周
良
史
、
名
籍
を
関
白
藤
原
頼
通
に
進
め
る

（
一
〇
二
六
・
七
）
周
文
裔
、
帰
国

（
一
〇
二
六
・
十
）
周
良
史
、
明
州
市
舶
司
と
朝
貢
貿
易

一
〇
二
八

周
良
史
の
訃
報
至
る
。
寡
婦
と
な
る
（
二
十
二
）

（
一
〇
二
八
・
八
）
周
良
史
、
対
馬
に
来
着

（
一
〇
二
八
・
九
）
周
文
裔
、
来
日

﹇
施
氏
、
貧
乏
に
耐
え
子
を
育
て
る
﹈

（
一
〇
二
八
・
十
二
）
周
文
裔
、
高
田
牧
司
を
経
て
、
唐
物
を
右
大
臣
実
資
に
贈
る

（
一
〇
三
四
・
正
）
周
良
史
、
皇
太
子
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
と
正
月
の
挨
拶

一
〇
三
八

周
弁
（
十
八
）、
郷
試
を
通
過

﹇
周
弁
、
な
か
な
か
進
士
に
合
格
せ
ず
﹈

一
〇
六
一

周
弁
（
四
十
一
）、
進
士
及
第
し
、
会
𥡴
県
主
簿
と
な
る

一
〇
八
〇

施
氏
、
卒
す
（
七
十
四
）

一
〇
九
三

周
弁
、
卒
す
（
七
十
三
）

九
九

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

創
刊
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）


